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農薬取締法（昭和23年７月１日法律第82号）

農薬取締法の制定1948年（昭和23年）

水産動植物の被害防止のための使用規制など1963年（昭和38年）

国民の健康保護、生活環境保全の観点からの
検査強化など

1971年（昭和46年）

外国製造農薬の登録など1983年（昭和58年）

無登録農薬の製造・輸入・使用の禁止など2002年（平成14年）

無登録農薬の回収命令など2003年（平成15年）

再評価制度の導入、登録審査の見直しなど2018年（平成30年）

昭和20年代は、農薬などの生産資材が不足がちで、不良
農薬が出回るような事態が生じていた。
不正・粗悪な農薬の出回りを防止し、品質の保持向上を図る
ため、本法が制定された。



農薬とは【法第２条第１項及び第２項】

この法律において「農薬」とは、農作物（樹木、農林産物
を含む）を害する病害虫の防除に用いられ…略

・農作物：人が栽培している植物の総称(樹木、芝等も含む)

・農林産物：加工されていないもの（酒や製材は含まない）

・病害虫：病菌、害虫、ネズミ、雑草、鳥類、ナメクジ等

（ゴキブリ、蚊等の衛生害虫は含まない）

・天敵等も農薬に含まれる



製造者・輸入者が農薬を製造・輸入しようとする場合、
あらかじめ農林水産大臣の登録を受けなければならない。

• 登録は銘柄ごと

• 同一有効成分であっても、剤型や有効成分の含量濃度、
製造者等が異なる場合は別々の登録が必要

【登録審査】

・薬効 ・薬害 ・人・畜産等への安全性

・農作物等への残留性 土壌・水環境への影響 等

【農薬の再評価制度】

全ての農薬について、15年ごとに安全性等の再評価を実施

農薬の登録【法第３条】



登録検査における各関係省庁の役割分担

農林水産省

農薬使用基
準の設定

農薬登録

環境省

農薬登録基
準の設定

消費者庁

残留農薬基
準の設定

食品安全委員
会

１日摂取許容
量（ADI）、

急性参照用量
（ARfD）

の設定

農薬取締法 食品衛生法 食品安全基本法



無登録農薬の使用の禁止
第24条 何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を

使用してはならない。～（略）

・容器又は包装に第16条の規定による表示のある農薬

・特定農薬（天敵、エチレン、次亜塩素酸水※、

重曹、食酢）

※塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る

［参考］第16条（製造者及び輸入者の農薬の表示）の概要
製造者又は輸入者は、農薬の容器に下記事項の表示をしなければならない。
①登録番号
②農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分等
③内容量
④適用病害虫の範囲及び使用方法
⑤水質汚濁性農薬に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字
⑥人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法
⑦生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨
⑧引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
⑨農薬の貯蔵上又は使用上の注意事項
⑩農薬の製造場の名称及び所在地
⑪最終有効年月



第25条 農林水産大臣及び環境大臣は、

農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、

農林水産省令・環境省令… ～略～ … 農薬を

使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

（平成15年３月7日 農林水産省・環境省令第５号）

（最終改正:令和元年６月28日 農林水産省令・環境省令第５号）

農薬使用基準



【遵守が義務づけられている事項】

（１）表示事項に関して

・適用作物以外に使用しない
・使用量又は使用濃度（希釈倍数）を守ること
・使用時期を守ること
・総使用回数を超えて使用しないこと

（２）農林水産大臣等へ農薬使用計画の提出

・毒性の強い農薬を使用することが多い倉庫などでの

くん蒸を行う者
・航空機を用いて農薬散布を行う者
・ゴルフ場で農薬散布を行う者

罰則を伴う

農薬使用基準の遵守義務



（１） 農薬の表示事項を守ること
・適用病害虫の範囲及び使用方法
・被害防止方法
・農薬の貯蔵上又は使用上の注意事項
・最終有効年月

（２） 農薬を使用した日や場所、作物、農薬の種類や量を記帳すること

（３） 航空機を用いた散布や住宅、学校、保育所、病院、公園その他
の施設の敷地周辺での散布で、農薬が飛散しないようにすること

（４） ゴルフ場における農薬の使用で、ゴルフ場の外に農薬が流出す
るのを防止すること

（５） 水田で使用する農薬の止水期間を守ること

（６） 土壌くん蒸材の揮散防止に努めること

農薬使用基準の努力義務



農薬登録状況の確認の方法


